
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２１０号 

事故等種類 衝突（被引浮体） 

発生日時 平成２１年８月１３日（木） １０時４０分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市矢作川矢作大橋下流１,３００ｍ付近 衣浦港東防波堤灯台

から真方位０５４°５,３００ｍ付近 

（概位 北緯３４°５０.８′ 東経１３６°５９.４′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート スワン号、５トン未満（長さ４.９６ｍ） 

２４２－２２９４２愛知、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ LET’
レ ッ ツ

Ⅱ
ツー

、５トン未満（長さ２.４６ｍ） 

２４０－３７６８６愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ船長、二級小型船舶操縦士 

Ｂ船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（浮体に乗っていた者） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか４人が乗船し、船体中央から延出したロープに連結さ

れたウエイクボードに１人が乗り、ウエイクボードをえい
．．

航して約２６

km/h の速力で矢作川上流に向けて航行し、前路が浅所のため左転中、Ｂ船

は、船長１人が乗船し、船尾から延出したロープに連結されたビスケット

と呼ばれるゴム製の浮体に２人が乗り、同浮体をえい
．．

航して約３５km/h の

速力で矢作川下流に向け航行し、Ａ船を視認したのち川岸に着岸するため

左転中、平成２１年８月１３日１０時４０分ごろ、Ａ船右舷船首部とＢ船

がえい
．．

航していた浮体とが衝突した。 

Ｂ船がえい
．．

航していた浮体に乗っていた２人が負傷した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 ほぼ満潮時 

 その他の事項 Ｂ船がえい
．．

航していた浮体に乗っていた２人は、水着の上にＴシャツ、

救命胴衣を着用し、１人はマリンシューズ、もう１人は運動靴を履いてい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、矢作川河口付近を航行中、ウエイクボー

ドを見ることに熱中していたため、適切な見張りを

行わず、Ｂ船の存在に気付かずに左転した可能性が

あると考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船を視認したのち、Ａ船の適切な動静



監視を行わずに左転した可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、矢作川河口付近において、Ａ船がウエイクボードをえい
．．

航し

て上航中、Ｂ船がゴム製の浮体をえい
．．

航して下航中、Ａ船が適切な見張り

を行わずに左転し、また、Ｂ船がＡ船の適切な動静監視を行わずに左転し

たため、Ａ船とＢ船がえい
．．

航していたゴム製の浮体とが衝突したことによ

り発生した可能性があると考えられる。 

 




